


























～飼い主のいない猫への餌やりは近隣住民への迷惑や 

          トラブルの原因になることがあります ～ 

  現在、市内において、飼い主のいない猫の糞尿や鳴き声、ゴミ漁りなどによる生活

環境の悪化や被害の相談が多数寄せられています。 

 猫による被害に深刻に悩んでいる方がいる一方で、かわいそうという理由からエサ

を与える方もいます。しかし、安易なエサやりは、結果として猫を爆発的に

増やし、近隣住民への被害をさらに拡大させる原因になります。 

 生活環境の悪化を防ぎ、地域の良好な環境を維持するため、以下のルー

ルとマナーの徹底をお願いいたします。 

飼い主のいない猫による 

生活環境問題について    

①置きエサは絶対にしない 

 エサの放置は、他の動物を誘引し、不衛生な環境を作ります。猫が食

べ終わるのをその場で見届け、残ったエサや容器は必ず回収・清掃し

てください。 

②糞尿の始末・トイレの設置 

 近隣住民が糞害や悪臭に悩まされている可能性があります。他人の敷地や公共の

場所を汚さないよう、ご自身の責任で猫用の砂トイレなどを設置し、糞尿は責任を

持って毎日片付けてください。 

③不妊去勢手術の徹底 

 猫は繁殖力が強く、不妊去勢手術をしないままだと、１匹の猫が毎年１０匹以上の

子猫を生みます。不幸な猫が増えるのを防ぐためにも、不妊去勢手術を必ず実施し

てください。 

回覧 

猫にエサを与えている方への３つのお願い  



「地域猫活動」を始めてみませんか？  

 

 飼い主のいない猫による被害を無くしていくため、地域の理解や協力のもとで猫を適切に

管理し、将来的に野良猫を減らしていく「地域猫活動」という手法があります。 

 これは個人が単にエサを与える行為とは異なり、地域住民が主体となって、飼い主のいな

い猫のエサや糞尿の管理、不妊去勢手術の徹底など、地域でルールを策定し、一代限りの生

を全うさせる活動です。 

・ 新たな子猫が生まれなくなり、猫の数が増えなくなります。 

・ 発情による猫同士のケンカや、鳴き声が少なくなります。 

・ トイレの場所を定めることで、庭などに糞尿をすることが少なくなります。 

・ お腹を空かせてゴミをあさることが少なくなります。 

問合せ先：袖ケ浦市環境管理課生活環境班 

電話番号：0438（62）3413（直通） 

袖ケ浦市では、地域猫活動の支援や相談などの取組を実施しています！ 

地域猫活動に興味のある方は、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。 

①地域住民の理解 

 活動を始めるにあたっては、地域住民の理解と協力を得ることが大前提となります。 

②「これ以上増やさない」ための徹底管理 

 地域で対象の猫を把握し、不妊去勢手術を施したうえで、一代限りの命として管理し

ます。 

③環境被害の解消が目的 

 エサやトイレの場所を限定・固定化し、当番制などで管理を行うことで、周辺の糞尿被

害やゴミあさりなどのトラブルを段階的に解消していくことを目指します。 

地域猫活動のメリット 

地域猫活動の「3つの原則」 





 

日 時 
７月１８日（土） 

１３：３０～１５：００ 

内 容 
地域で支える認知症ケア 

～介護技術と制度活用のポイント～ 

会 場 ちいたの平川（百目木１５７－１） 

申込先 
ちいたの平川 担当：大﨑 

０４３８－７５－８１１１ 

         申 込  期 限     ７月１７日（金） 

        定     員   １５名 

        参   加   費   無料 
  

    

        ご不明な点等ございましたら、  

      袖ケ浦市役所高齢者支援課地域包括支援センターまでご連絡ください。 

      電話 ０４３８－６２－３２２５ 受付時間 平日９：００～１６：３０ 

 
 

   今後も実施予定です。順次お知らせしていきます。 

   ホームページもご覧ください！ 

 

気軽に参加し

てほしいガウ 

 

※実施会場につきましては、変更となる場合があります。お申し込みの際にご確認ください。 








































